
（別紙２） 

確認数量の速報について 

 

 

e-Gov 電子申請システムを用いて申出を行った事業者には、確認通知書の郵送前

に確認数量を速報することに致します。 

今回より、確認数量の速報は、e-Gov 電子申請システムを用いて行うことになり

ました。これに伴い、経済産業省化学物質安全室からの電子メールでの通知は廃止

します。 

なお、この速報は電子申請システムを用いて申出を行った方全てを対象として実

施しますので、事前の登録は必要ありません。 

 

 

＜確認数量の速報の概要＞ 

○対象者：e-Gov 電子申請システムを用いて申出を行った事業者 

○速報でお伝えする内容：申出のあった新規化学物質の数量確認結果 

○実施時期：２月下旬（予定） 

 

 

＜速報通知の取得方法＞ 

 

①審査が終了すると、e-Gov の「基本情報の入力」画面で入力いただいた連絡

先メールアドレスに、手続きが終了したことをお知らせするメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL をクリックすると「状況

照会」画面が表示されます。  
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②メールに記載されたリンクをクリックし、「状況照会」画面を表示させます。 

e-Gov による申請書提出後の到達画面で表示された「到達番号」、「問合せ

番号」を入力し、「照会」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③状況確認画面が表示されるので、「前回紹介日時」、「到達番号」、「手続

名」、「手続の経過（日時）」等を確認の上、「コメント通知一覧」ボタンを

選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「到達番号」と「問合せ

番号」を入力し、  

照会ボタンを選択し

ます。  

 

 

表示内容を確認の上、

「コメント通知一覧」

ボタンを選択します。  
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④表示ボタンを選択して、コメント内容を確認の上、「取得」ボタンを選択して返送

された修正指示を取得します。ファイルダウンロードの確認画面にて「OK」ボタンを

選択し、「保存する場所」にてダウンロードするファイルの保存フォルダを選択した

後、「保存」ボタンを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤取得保存した速報通知ファイル「rcvmoushide_xxxxxxx.txt（xxxxxxx は数

字）」を化審法システムに取り込み、数量確認結果の確認を行ってください。 

化審法システムでの取り込みは、修正指示の取得の際と同様に、「受理状況

表示」機能を使用して行います。 

詳しくは、化審法システム操作説明書（7.1.5 受理状況表示）をご覧下さい。 

申出システムの少量新規メインメ

ニューで、「受理状況表示」のボタン

をクリックし、取り込みを行います。 
本機能は統括責任者のみが行うこと

ができます。  

 

 

「表示」ボタンを選択して、

通知内容を確認の上、「取得」

ボタンを選択します。  
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＜速報イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面のイメージは開発中のもののため、今後変更となる場合があります。 

 

取得したファイルのうち、化審法システムに

取り込むファイルは、

「rcvmoushide_xxxxxxx.txt（xxxxxxx は数

字）」です。  

化審法システム操作説明書（7.1.5 受理状況表

示）に従い、ファイル名を「receipt.txt」に

変更して取り込んでください。  

確認数量の速報が表示され

ます。  
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